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あんな所にも、こんな所にも市制110周年！

広小路通りやスーパーなどにある、市制 110 周年のフラッグ、
ポスターをご覧になりましたか？市制 110 周年を PR し、みなさ
んとお祝いするために作製したものです。フラッグでまちなか
がロゴマークやトヨッキーであふれるようすや、ポスターで豊橋
の今昔をご覧いただき、思い思いの豊橋を感じてみてください。
また、今号から「市民提案イベント」を紹介していきます。ぜひ
ご覧いただき、一緒に市制 110 周年を盛り上げましょう！  （別所）

編 後集 記あなたのご意見をお寄ください
●市長への手紙
封書、はがき、またはファックスで「市長への手紙」係

（〒440-8501広報広聴課   56・5711）
※住所、氏名、電話番号を必ず明記してください
●市民のメールボックス
http://www.city.toyohashi.lg.jp/5915.htm
●問い合わせ　広報広聴課（☎51・2166）


